
配付資料

１ 新型コロナウイルス感染症対策について

・業界団体と協力して掲示店舗の現地確認をスタート

・対象店舗：飲食店、ホテル・旅館、理容・美容など
「マスクを外す場面」が認められる施設
（全7,200施設中、約4,000施設）

・確認済みの店舗に「確認済」シールを配布
民間サイトに対策内容を掲載し「見える化」

・県内の学生にも協力いただき、利用者目線で
チェック、提案窓口を通じて改善点を集め、
店舗の感染防止対策の向上につなげる

（１）「感染防止徹底宣言ステッカー」掲示店の現地確認

※別途、

参考資料として配付

１ 新型コロナウイルス感染症対策について

（２）経済団体による会合・会食等の奨励に向けた取組みへの協力
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・現時点のＰＣＲ検査能力は、最大４００件／日

・１１月以降のインフルエンザ流行期に備え、
さらに強化を図る予定

・２４６医療機関（10/16現在）で
約３，６９０件／日の抗原検査が可能

１ 新型コロナウイルス感染症対策について

（３）今後の検査体制

（ＰＣＲ検査の様⼦）

検査可能件数 1/31 4/12 6/1 9/30 11/1 12/末

衛⽣環境研究センター 44 198 264 264 264 264

⼆州健康福祉センター 132 132

医療機関
嶺北 10 62 98 116 130

嶺南 38 38 38

⺠ 間 検 査 機 関 384

ＰＣＲ検査可能数計 44 208 326 400 550 948

抗原検査可能数 3,690 3,690

合計 4,240 4,638

１ 新型コロナウイルス感染症対策について

（３）今後の検査体制
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・これまでに把握されている医学的知見等を踏まえ、季節性インフルエンザの流行時期も見据え、

医療資源を重症化リスクのある者に重点化するため、入院措置の対象について見直し
（令和2年10月14日公布、10月24日施行）

現⾏ 改正後

感染者は全員⼊院対象とできる。

 ⾼齢者や基礎疾患を有する等の重症化リスクのある者など
医学的に⼊院治療が必要な者、

 感染症のまん延防⽌のため必要な事項を守ることに同意
しない者

を⼊院対象とする（※）

（※）上記のほか、都道府県知事等がまん延を防⽌するため⼊
院を必要と認める者について、合理的かつ柔軟に⼊院対象と
することができることとする。

〇これまでと同様、新型コロナ感染者は全ていったん⼊院措置の対象とすることを原則
〇ただし、県内で多数のクラスター発⽣等により患者が急増し、医療体制の逼迫が懸念される場合は、
医師の判断の下、⼊院期間の緩和等を検討

本県における今後の対応

１ 新型コロナウイルス感染症対策について

（４）指定感染症の見直しに対する本県の対応

１ 新型コロナウイルス感染症対策について

・実施予定日 １０月２９日（木）

・他県で発生した福祉施設クラスターにおいて問題となった
事例について、初動対応および運営継続体制を検証

【対象施設】
特別養護老人ホーム、障がい者支援施設、児童福祉施設、救護施設

【検証事項】
図上訓練：初動対応、ゾーニング等感染症対策、職員確保
実地訓練：施設における検体採取場の確保

・訓練の状況を参加施設以外の施設と共有し、県内全施設での
感染防止対策の徹底を図る

（５）社会福祉施設でのクラスター発生を想定した訓練の実施
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１ 新型コロナウイルス感染症対策について

・ＳＮＳや掲示板サイト等をＡＩを用いて検索し、
誹謗中傷や差別に当たる情報を収集

・問題がある書き込み画像を保管し、
被害を受けた方の求めに応じて、提供

・県人権センターが被害を受けた方をサポート
（専門事業者・弁護士無料相談も可能）

【相談窓⼝】福井県⼈権センター
メール：f-jinken@ceres.ocn.ne.jp 電話：0776-29-2111

（６）インターネット上の誹謗中傷や差別に対する
ＡＩシステムを活用したモニタリングを実施 (11月4日(水)～)
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